
１　名　称  (4)　作業時間

　　　作業時間は０８：１５～１７：００とし、時間外及び休日は作業を実施してはならないものとする。

２　場　所 　　　※日曜日、祭日、祝日、土曜日及び特に指定した日は休日とする。ただし、緊急作業については許

　　　可を受ければこの限りではない。

３　概　要

台　数  (5)　作業写真

　　　各工程（着手前・作業中・完了後）及び官側の指示する箇所（特に隠ぺい箇所）を撮影し、整理の

　　うえ提出すること。

 (6)　清掃・後片付け

単　位 数　量 　　　作業完了後すみやかに工事場所の清掃、後片付けを行い監督官の点検を受けること。

組 1

個 1 ５　材料仕様

式 1 　　本作業に必要な材料等は全て新品とし、規格・品質等が明示されていないものについては、見本等を

枚 6 　提出し、部隊担当者に承認を得てから使用するものとする。また、特記事項にないものは、JIS規格及び

台 6 　各種協会規定、メーカー規定に合致したものを使用するものとする。

枚 6

枚 1 ６　特記事項

４　一般事項 　  作業完了後、試運転のうえ異状の有無を確認すること。

 (1)　総　則

　　　本作業は、仕様書・図面に記載なき事項については、以下によるものとする。 ７  提出書類

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部制定】  (1)  工 程 表 ・・・・・・・　１部（契約後すみやかに）

　　ア　公共建築工事標準仕様書（機械）  (2)  着 手 届 ・・・・・・・　１部（着手当日）

　　イ　公共建築改修工事標準仕様書（機械）  (3)　材料搬入報告書 ・・・・　１部（材料搬入のつど）

　　ウ　公共建築設備工事標準図（機械）  (4)  完 了 届 ・・・・・・・　１部（完了当日）

 (2)　現場管理  (5)  打 合 簿 ・・・・・・・　１部（そのつど）

　　ア  請負者は、本作業の施工によって部隊の施設に対し、火災その他損害をあたえた場合は、賠償し  (6)  写　　真 ・・・・・・・　１部（完了後すみやかに）

　　　なければならない。  (7)  その他指示された書類・　 （そのつど）

　　イ　監督官の必要と認めた場合には、隣接建築物その他に対し損害、損傷を生じないよう養生を施す

　　　こと。作業中、既存建物等との取り合い部及びその他本作業範囲外の部分に損傷を生じた場合は、 ８　検　査

　　　原形に復旧すること。 　　検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は手直し完了後、検査官の再検査

　　ウ　作業現場の風紀、衛生、盗難予防については、必要な措置を施すと共に請負者の責任において管 　を実施し検査合格をもって完了とする。

　　　理すること。

　　エ　作業場所以外にみだりに立ち入らないこと。

　　オ　喫煙は定位置で行い、くわえ煙草、歩行中の喫煙をしないこと。 件　名

 (3)　電気・水の使用

　　　自衛隊施設からの電気及び水は原則として使用させないものとする。但し、使用する場合は監督官

　　と協議の上、メーター等を設置し部隊側算定に基づき有償とする。 1／2陸上自衛隊高知駐屯地業務隊
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１号建物に設置されている空調機の補修を実施する。


